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１ 問２ 

（１）第２条２(b)(iv) 

パラ１７ 

 

 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

刑事施設の被収容

者の不服審査に関

する検討会の開催

回数 

２１回 ２０回 １７回 １７回 １５回 

 

２ 問４ 

パラ５７  

【事例】 

日本人夫との婚姻を理由に「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人女

性が、夫の暴力から逃れて支援施設に入所し、その後、夫との離婚調停が成立したが、約

７年半の婚姻期間中に夫婦の間にもうけた日本人実子を、本邦において引き続き監護・養

育することを希望して、「定住者」の在留資格への変更申請を行った。 

この外国人女性は、夫との別居期間が１年を超え、配偶者の身分を有する者としての活

動を６月以上行わずに在留していることから、在留資格の取消しの対象となるものであっ

たが、この外国人女性がＤＶ被害者であることから、在留資格の取消しを行わず、日本人

の実子を本邦において引き続き監護・養育することを目的として「定住者」への在留資格

変更が許可された。 

 

３ 問６ 

（１） 問６（パラ６８及びパラ６９） 

  警察における、人身取引事犯の検挙件数及び人員 

 

 

　　　　　年次

区分
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

検挙件数（件） 25 44 25 32 44 44 46 36 57

検挙人員（人） 33 54 37 33 42 46 30 40 39
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 検察庁において、人身取引事犯で起訴した人員 

  

（２） 問６（ｂ）（パラ７３） 

  

人身取引議定書における人身取引の定義を網羅した入管法第２条第７号 （抄） 

 

第２条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 １～６ （略） 

 ７ 人身取引等 次に掲げる行為をいう。 

  イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐

し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受

し、輸送し、若しくは蔵匿すること。 

  ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的

で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。 

  ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身

体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りな

がら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。 

８～１６ （略） 

 

（３） 問６（ｃ）（パラ８４） 

 ２０２０年に起訴した人身取引被疑者に関する判決罪名と裁判結果（２０２１年３月３１

日現在） 

番号 罪名 裁判結果 

1 売春防止法違反 
懲役２年、３年間執行

猶予、罰金２０万円 

2 出入国管理及び難民認定法違反 
懲役１年６月、４年間執

行猶予、罰金３００万円 
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3 出入国管理及び難民認定法違反 
懲役１年、３年間執行

猶予 

4 児童福祉法違反 
懲役２年、４年間執行

猶予 

5 
暴行、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律違反 

懲役１年、３年間執行

猶予 

6 売春防止法違反 罰金１０万円 

7 児童福祉法違反 
懲役１年２月、罰金５０

万円 

8 児童福祉法違反 罰金５０万円 

9 職業安定法違反、貸金業法違反 公判係属中 

10 職業安定法違反 
懲役１年６月、３年間執

行猶予 

11 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児

童の保護等に関する法律違反、徳島県青少年健全育成条例違

反、児童福祉法違反、売春防止法違反 

懲役２年、３年間執行

猶予 

12 児童福祉法違反 
懲役２年、３年間執行

猶予 

13 出入国管理及び難民認定法違反、詐欺 
懲役３年、４年間執行

猶予、罰金６０万円 

14 詐欺 
懲役１年６月、３年間執

行猶予 

15 出入国管理及び難民認定法違反 公判係属中 

16 
児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制

及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 
公判係属中 

17 職業安定法違反、児童福祉法違反、公然わいせつ 公判係属中 

18 職業安定法違反、児童福祉法違反、公然わいせつ 公判係属中 
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19 

児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制

及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、売春防止法

違反 

懲役２年６月、４年間執

行猶予 

20 
児童福祉法違反、売春防止法違反、愛知県青少年保護育成条

例違反 

懲役１年６月、３年間執

行猶予 

21 売春防止法違反 
懲役１年４月、３年間執

行猶予、罰金１５万円 

22 売春防止法違反 
懲役１０月、３年間執行

猶予、罰金１５万円 

23 売春防止法違反 
懲役８月、３年間執行

猶予、罰金１５万円 

24 職業安定法違反 罰金２０万円 

25 職業安定法違反 罰金２０万円 

26 売春防止法違反 
懲役２年６月、５年間執

行猶予、罰金４０万円 

27 売春防止法違反 
懲役１年６月、３年間執

行猶予、罰金２０万円 

28 売春防止法違反 
懲役３年、５年間執行

猶予、罰金２０万円 

29 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児

童の保護等に関する法律違反、徳島県青少年健全育成条例違

反 

罰金７０万円 

30 賭場開帳図利幇助、暴力行為等処罰に関する法律違反 公判係属中 

31 児童福祉法違反、覚醒剤取締法違反、恐喝 公判係属中 

32 児童福祉法違反、恐喝 懲役２年 

33 売春防止法違反 公判係属中 

34 売春防止法違反 
懲役２年６月、４年間執

行猶予、罰金２０万円 
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35 売春防止法違反 罰金５万円 

36 売春防止法違反 罰金５万円 

37 売春防止法違反 罰金５万円 

38 売春防止法違反 罰金５万円 

39 売春防止法違反 罰金５万円 

40 売春防止法違反 罰金５万円 

41 売春防止法違反 罰金５万円 

42 売春防止法違反 罰金１０万円 

43 売春防止法違反、児童福祉法違反 
懲役１年６月、３年間執

行猶予、罰金２０万円 

44 

逮捕監禁、強制性交等、わいせつ拐取、児童買春、児童ポルノ

に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律違反 

公判係属中 

45 脅迫、傷害、窃盗、強盗、暴力行為等処罰に関する法律違反 公判係属中 

46 児童福祉法違反、売春防止法違反 公判係属中 

47 職業安定法違反 公判係属中 

48 
職業安定法違反、児童福祉法違反、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律違反 
罰金８０万円 

49 児童福祉法違反幇助 家庭裁判所送致 

50 
児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制

及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 
家庭裁判所送致 
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４ 問７ 

入管法第５３条第３項各号 

○入管法（抄） 

第５３条 退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものと

する。 

２ 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれ

かに送還されるものとする。 

 １ 本邦に入国する直前に居住していた国 

 ２ 本邦に入国する前に居住していたことのある国 

 ３ 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国 

 ４ 出生地の属する国 

 ５ 出生時にその出生地の属していた国 

 ６ その他の国 

３ 前２項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。 

 １ 難民条約第３３条第１項に規定する領域の属する国（法務大臣が日本国の利益又は公

安を著しく害すると認める場合を除く。） 

 ２ 拷問及び他の残酷な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第

３条第１項に規定する国 

 ３ 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第１６条第１項に規定する国 

 

５ 問８ 

（１） 問８(ａ) 難民認定申請者数 （パラ９５） 

難民認定申請者数は以下のとおりである。 

 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 

難民認定

申請者数 

２，５４５人 ３，２６０人 ５，０００人 ７，５８６人 

２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

１０，９０１人 １９，６２９人 １０，４９３人 １０，３７５人 
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難民認定申請者のうち未成年者数は以下のとおり。 

 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 

未成年者の難民認定申

請者数 

統計なし 統計なし 統計なし 統計なし 

２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

統計なし １，２７１人 ７９９人 ９１２人 

 

（２） 問８(ｂ) （パラ９８） 

【退去強制手続における異議の申出件数】 

 ２０１２

年 

２０１３

年 

２０１４

年 

２０１５

年 

２０１６

年 

２０１７

年 

２０１８

年 

２０１９

年 

異議の

申出件

数 

７，４５８

件 

４,７７６

件 

３,９３６

件 

３,５２６

件 

３,４７８

件 

３,３５２

件 

２,９６６

件 

２,８１９

件 

 

【退去強制手続における異議の申出に対する結果】 

 ２０１２

年 

２０１３

年 

２０１４

年 

２０１５ 

年 

２０１６

年 

２０１７

年 

２０１８

年 

２０１９

年 

退去強制

非該当 

２件 １件 １件 ０件 １件 １件 ０件 ０件 

在留特別

許可 

５,３３６

件 

２,８４０

件 

２,２９１

件 

２,０２３

件 

１,５５２

件 

１,２５５

件 

１,３７１

件 

１,４４８

件 

退去強制

令書発付 

１,５５１

件 

１,５８８

件 

１,２５３

件 

１,０８７

件 

１,０３６

件 

１,１６０

件 

９６０件 ７６３件 
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（３） 問８(d)  

ア  退去強制手続により送還した者の送還方法別の統計（２０１４－２０１９

年）（パラ１００） 
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イ  退去強制事由別の被送還者数に係る統計（パラ１０１） 

 



13 
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ウ 入管法（抄） 

（退去強制） 

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続によ

り、本邦からの退去を強制することができる。 

一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 

二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 

二の二 第二十二条の四第一項（第一号又は第二号に係るものに限る。）の規定により在留

資格を取り消された者 

二の三 第二十二条の四第一項（第五号に係るものに限る。）の規定により在留資格を取り

消された者（同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。） 

二の四 第二十二条の四第七項本文（第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含

む。）の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの 

三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の

証印（第九条第四項の規定による記録を含む。）若しくは許可、同章第四節の規定による上

陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しく

は図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しく

は変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しく

は提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者 

三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律（平成十四

年法律第六十七号）第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為（以下この号において「公

衆等脅迫目的の犯罪行為」という。）、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅

迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者として法務大臣が認定する者 

三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者 

三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者 

イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動（第十九条第一項の規定に違反する活動又は第

七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三

まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収

入を伴うものをいう。以下同じ。）をさせること。 

ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。 

ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんす

ること。 

三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者 
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イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書（以下単に「特

別永住者証明書」という。）を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カー

ド若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。 

ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若

しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。 

ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若

しくは特別永住者証明書を行使すること。 

ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原

料を準備すること。 

四 本邦に在留する外国人（仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過

上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。）で次のイから

ヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの 

イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

を専ら行つていると明らかに認められる者（人身取引等により他人の支配下に置かれている

者を除く。） 

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間（第二十条第六項の規定により本邦に在

留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項（第二十六条

の三第二項において準用する場合を含む。）において同じ。）を経過して本邦に残留する者 

ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者 

ニ 旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）第二十三条第一項（第六号を除く。）から

第三項までの罪により刑に処せられた者 

ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた

者 

ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者 

ト 少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以

後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの 

チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒

剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るため

の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成三年法律第九十四号）又は刑法第

二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者 

リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える

懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑

の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の

期間が一年以下のものを除く。 
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ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事す

る者（人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。） 

ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者 

（１） 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。 

（２） 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、

又は前節の規定による許可を受けること。 

オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、

又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している

者 

ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係

を有する者 

（１） 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷すること

を勧奨する政党その他の団体 

（２） 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体 

（３） 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるよ

うな争議行為を勧奨する政党その他の団体 

カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書

図画を作成し、頒布し、又は展示した者 

ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つ

たと認定する者 

四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章

から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三

十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条

ノ二若しくは第一条ノ三（刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。）の

罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第

十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する

法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの 

四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の

経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会

等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者

の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建

造物その他の物を損壊したもの 

四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられた

もの 



18 

五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、

逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの 

五の二 第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた

者で、遅滞なく本邦から退去しないもの 

六 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸

の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は

当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの 

六の二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出

入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船する

ことなく逃亡したもの 

六の三 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しな

いもの 

六の四 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出

国しないもの 

七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本

文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を

受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 

八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期

限を経過して本邦に残留するもの 

九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者 

十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留

する者で、第六十一条の二の七第一項（第一号又は第三号に係るものに限る。）の規定によ

り難民の認定を取り消されたもの 
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６ 問１２ 

 

（１）刑事施設に収容された被収容者による不服申立て制度の利用状況（パラ１３

６） 

不服申立て ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

審査の申請 ３，１０６件 ３，０５３件 ３，３４９件 ４，０６３件 ５，４２４件 

再審査の申請 ９４５件 １，１８９件 １，１２８件 １，２９２件 ２，２３２件 

矯正管区の長に

対する事実の申

告 

８４０件 １，０９１件 １，２８２件 ９７３件 １，０１７件 

法務大臣に対す

る事実の申告 
３１３件 ４９０件 ３１２件 ３４２件 ４７６件 

法務大臣に対す

る苦情の申出 
３，２３２件 ２，７５８件 ２，３８１件 ３，８７２件 ４，９２２件 

 

（２）刑事施設に収容された被収容者による救済申立制度等の利用状況（パラ１３７） 

 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

告訴 ５４４件 ５３４件 ４５２件 ４２６件 ４４２件 

告発 ７９件 ３２件 ３２件 ５１件 ３５件 

訴訟 ４５６件 ２７９件 ３２６件 １６４件 １９９件 
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７ 問１３ 

（１）警察の留置施設の被留置者による不服申立て制度の利用状況（パラ１４０） 

件名(件)/年次(年) 2017年 2018年 2019年 

審査の申請 87 58 65 

再審査の申請 ３ ９ ５ 

警察本部長に対す

る事実の申告 

70 54 51 

公安委員会に対す

る事実の申告 

０ １ ２ 

苦情の申出 1,459 1,311 1,202 

 

 

（２）入管収容施設の被収容者による自己の処遇に関する入国警備官の措置に対する不服

の申出及び異議の申出の状況（パラ１４４） 

 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

不服の申出 ２６件 ４８件 １３８件 １０４件 

異議の申出 ６件 ８件 ４８件 ２３件 
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８ 問１４ 

問１４（ａ） 

損害賠償の支払等を求めた民事訴訟の件数及び国に損害賠償を命じた判決の件数

（パラ１４７） 

 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

民事訴訟の件数 240件 409件 144件 207件 130件 181件 

損害賠償を命じ

た判決の件数 
23件 15件 22件 20件 15件 9件 

 

９ 問１５ 

  第一審判決があった事件のうち任意性が争われた事件数（パラ１６４） 

 第一審判決のあった

事件数 

任意性が争われた事

件数 

調書の取調べ請求が

却下された事件数 

２０１７年 54,835件 68件（0.13%） 6件（0.011%） 

２０１８年 53,569件 47件（0.09%） 2件（0.004%） 

２０１９年 51,964件 48件（0.10%） 6件（0.012%） 

（速報値） 

 

１０ 問１９ 

２０１２年以降、収容に代わる措置である仮滞在が認められた庇護申請者の総数（パラ１

９６） 

２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 総数 

７４人 ９５人 １１１人 ８３人 ５１９人 

２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

５８人 ３５人 ３８人 ２５人 

 

（了） 


